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平成３１年 ３月 ６日 第３回  

・個人住民税の現年課税化※ 
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・平成３０年度個人住民税検討会報告書案について 
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第１ 特別徴収税額通知（納税義務者用）

の電子化 
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第１ 特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子化 

１ 特別徴収税額通知の電子化に係るこれまでの議論 

 給与所得に係る個人住民税については、特別徴収の方法によって徴収する

ものとされており、市区町村は、納税義務者に対して給与の支払をする者のう

ち、所得税法の規定により、給与の支払をする際、所得税を徴収して納付する

義務がある者を条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させる

ものとされている。 

 その際、市区町村長は、納税義務者に係る個人住民税を特別徴収によって徴

収する旨を特別徴収義務者及びこれを経由して納税義務者に通知しなければ

ならない。 

 このうち、特別徴収義務者への通知（以下「特別徴収義務者用の通知」とい

う。）については、平成 29 年度より電子情報処理組織（eLTAX）を通じて電子

的に送付することが可能となっているが、納税義務者への通知（以下「納税義

務者用の通知」という。）については、制度的かつ技術的に電子的に送付する

仕組みが整っていないところである。 

 企業は、毎年５月末までに、個人住民税の納税義務者たる各従業員が１月１

日現在居住する（していた）市区町村から納税義務者用の通知を受け取り、こ

れを各従業員に配布するための仕分け作業を行っており、特に、多くの従業員

を抱える企業にとっては、この作業が大きな負担となっていることから、経済

界から、納税義務者用の通知の電子的送付の実現について要望があるところ

である。 

また、納税義務者用の通知の電子的送付について、平成 30 年度税制改正大

綱（平成 29 年 12 月 14 日 自由民主党・公明党）に、「給与所得に係る個人住

民税の特別徴収税額通知（納税義務者用）については、電子情報処理組織

（eLTAX）により特別徴収義務者を経由し、送付する仕組みを、地方公共団体

間の取扱いに差異が生じないよう配慮しつつ検討する。」と明記されたほか、

規制改革推進計画（平成 30 年６月 15 日 閣議決定）に、「特別徴収税額通知

（納税義務者用）については、電子的情報処理組織（eLTAX）により特別徴収

義務者を経由し、送付する仕組みを、地方公共団体間の取扱いに差異が生じ

ないよう配慮しつつ検討する。」とされたところである。 
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※特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子化を行う場合のイメージ（案）

本検討会でも、納税義務者用の通知の電子的送付の方策について議論を行っ

てきたところであり、昨年度の検討会では、 

① 電子的送付が可能となった場合、電子による通知と書面による通知が

混在しないようにするためにはどうすればよいか。 

② 納税義務者用の通知一つ一つに電子署名を付与する場合、相当程度の

時間がかかることになるため、どのように対応するか。 

③ 電子による通知を各従業員にどのように振り分けるか。

④ 現在、多くの市区町村がプライバシー保護の観点から行っているマス

キングや圧着はがきなどの秘匿措置を電子による通知の場合どのように

行うのか。 

といった実現に向けた課題を明らかにした上で、経済界をはじめとする関係

者との間で一定の合意形成を図りつつ、更に検討を進め、具体的な制度設計

を行っていくべきであると提言したところである。 

２ 本年度の個人住民税検討会における議論 

 本年度の検討会では、昨年度示した課題のうち、④電子による通知の秘匿措

置を中心に議論が行われたところであり、以下はその検討内容をとりまとめ

たものである。 

なお、本検討会での議論に先立って、事務局において、日本経済団体連合会

事務局にも御協力いただき、企業・市区町村に対して、納税義務者用の通知
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の電子的送付についてアンケートを実施した。そのアンケート結果について

も適宜触れているところである。 

○ 電子による通知における秘匿措置について

現在、多くの団体で、納税義務者のプライバシー保護の観点から、納税義

務者用の通知の各種所得額や各種控除額の部分をマスキング又は圧着処理

を行っている。 

この点については、通知の電子的送付を行う際にも考慮しなければならな

い問題であるが、社内 LAN に接続できない等の理由により、個別に電子的に

通知を受け取ることができない従業員については、企業が電子による通知を

プリントアウトし、従業員に配布する場合も想定されるところである。 

企業に対し、納税義務者用の通知が電子的送付に対応した場合、社内のど

の程度の従業員に対して電子的に提供可能かどうか尋ねたところ、100％（全

従業員）と回答した企業は約７％のみであった。 

この結果から、企業から各従業員に対して通知を配布する際には、紙によ

る対応が一定程度残ることとなり、当該従業員の各種所得額や各種控除額が、

企業の人事担当者等の目に触れる可能性があり、現在、多くの市区町村で実

施している秘匿措置の目的に反する結果となる場合もあり得る。 

実際に、市区町村に対して、秘匿措置のとれないプリントアウトを採用す

ることは可能かどうか尋ねたところ、約８割の団体が不可という回答であっ

た。 

この点については、 

・ 現在、副業を認める企業が増えているなど社会情勢も変わってきてお

り、かつ企業側も個人情報の保護に関してしっかりと対応していると考

えられるので、企業側の規定で対応することができるのではないか。 

・ そのボリューム感にもよるが、例えば、企業には各従業員から特別徴

収する税額のみ記載されたもの、各従業員に対しては、各種所得額や各

種控除額を含めたもの、それぞれ分けて送付することはできないのか。 

・ 市区町村から各従業員に直接送付することはできないのか。

といった意見が出された。 

 また、 

・ 一般論として、電子化されたデータというのは流用が簡単であり、こ

れまで以上にプライバシー侵害の可能性は高くなる。 

・ 中堅企業は秘匿措置がしっかりしていないと取り組めないということ

になろうかと思う。 

といった指摘もあったところである。 

現時点において、特別徴収義務者を経由する形で、納税義務者用の通知を
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電子的に送付し、かつ納税義務者のプライバシーについても十分配慮する

仕組みについて、明確な解答を得るのは難しい。この点については、引き続

き十分に議論する必要があろう。 
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第２ グローバル社会における個人住民

税のあり方 
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第２ グローバル社会における個人住民税のあり方 

１ 外国人等に対する個人住民税の賦課徴収における現状と課題 

（１）検討の背景

① 在留外国人の増加

在留外国人については、ここ 10 年で増加傾向が見られ、平成 29 年末現

在では 256 万人となっており、過去最高の水準となっている。また、平成

29 年末現在における在留外国人数の我が国の総人口に占める割合は、我が

国の総人口１億 2,671 万人（平成 29 年 10 月 1 日現在人口推計（総務省統

計局））に対し 2.02％となっており、５年前の平成 24 年末現在の 1.59％

と比べ 0.43 ポイント高くなっている。 

在留外国人数について国籍・地域別に見ると、中国が 73 万人で全体の

28.5％を占め、以下、韓国 45 万人（17.6％）、ベトナム 26 万人

（10.2％）、フィリピン 26 万人（10.2％）、ブラジル 19 万人（7.5％）の順

となっている。アジア圏からの者が多く、中国、韓国、ベトナム、フィリ

ピンで全体の７割近くを占めている状況である。 

 都道府県別に見ると、在留外国人数が最も多いのは東京都の約 54 万人

で全国の 21.0％を占め、以下、愛知県、大阪府、神奈川県、埼玉県と続い

ている。 

＜在留外国人数の推移と我が国の総人口に占める割合の推移＞ 

（出典）平成 30 年版「出入国管理」（法務省） 
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② 在留外国人を巡る動向

「経済財政運営と改革の基本方針 2018」（平成 30 年６月 15 日閣議決

定）（以下「骨太の方針 2018」という。）において、「中小・小規模事業者

をはじめとした人手不足は深刻化しており、わが国の経済・社会基盤の持

続可能性を阻害する可能性が出てきている。（略）従来の専門的・技術的

分野における外国人人材に限定せず、一定の専門性・技能を有し即戦力と

なる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築する必要がある。この

ため、真に必要な分野に着目し、移民政策とは異なるものとして、外国人

材の受入れを拡大するため、新たな在留資格を創設する」こととされた。 

 この骨太の方針 2018 を踏まえ、政府は新たな外国人材受入れのための

在留資格を創設するため「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の

一部を改正する法律案」を平成 30 年 11 月２日に閣議決定し、国会に提出

した。同法案は、国会での修正を経て、同年 12 月８日に成立し，同月 14

日に公布された。 

この改正法は、 

・ 在留資格「特定技能１号」「特定技能２号」の創設

・ 受け入れのプロセス等に関する規定の整備

・ 外国人に対する支援に関する規定の整備

・ 出入国在留管理庁の設置

等を内容とするものである。 

その後、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針が閣議

決定されるなど、改正法の平成 31 年４月１日の施行に向けて準備が進めら

れている 

特定技能１号：特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要す

る業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能２号：特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け

の在留資格

※特定産業分野（14 分野）：介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、

電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、

宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

（特定技能 2 号は下線部の 2 分野のみ受入れ可） 
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（２）個人住民税における外国人等に対する課税上の取扱い

① 個人住民税の納税義務者

個人住民税の納税義務者は、賦課期日（１月１日）において、「市町村

内に住所を有する個人」とされており、納税義務は国籍に関わらず、住所

の有無によって決定されることになる（地方税法第 294 条第１項）。 

 「市町村内に住所を有する個人」とは、住民基本台帳法の適用者につい

ては、住民基本台帳に記録されている者である（同法第 294 条第２項）。

ただし、住民基本台帳に記録されていない者でも、個人が市町村内に住所

を有するものである場合には、その者を住民基本台帳に記録されている者

とみなして、市町村民税を課すことができるとされている（同法第 294 条

第３項）。 

 外国人については、以前は住民基本台帳の対象外であったが、平成 24

年 7 月より、改正後の住民基本台帳法が施行され、日本国籍を有しない者

のうち、「中長期在留者（３月以下の在留期間が決定された者や短期滞

在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者）」、「特別永住者」、

○特定技能１号のポイント

・在留期間：１年、６か月又は４か月毎の更新、通算で上限５年まで

・技能水準：試験等で確認（技能実習２号を修了した外国人は試験等免除）

・日本語能力水準：生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認（技能実習２号

を修了した外国人は試験等免除）

・家族の帯同：基本的に認めない

・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

○特定技能２号のポイント

・在留期間：３年、１年又は６か月ごとの更新

・技能水準：試験等で確認

・日本語能力水準：試験等での確認は不要

・家族の帯同：要件を満たせば可能（配偶者、子）

・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
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「一時庇護許可者又は仮滞在許可者」、「出生による経過滞在者又は国籍喪

失による経過滞在者」について、外国人住民として新たに住民基本台帳法

の適用を受けることとなった。したがって、法改正後は、外国人について

も住民基本台帳法により住所が認定されているところである。 

② 外国人等が出国する場合の課税上の取扱い

＜ケース１＞所得を得ていた者が年の途中に出国し、翌年の１月１日に住

所を有しない場合 

 個人住民税は、前年の所得に対して賦課期日である翌年の１月１日に

住所のある者に対して課税されるため、所得を得ていてもその翌年の１

月１日に国内に住所がない場合は課税されない。 

＜ケース２＞前年中に所得を得ていた者が、賦課期日後に出国した場合 

 賦課期日（１月１日）後に出国した場合、国籍に関わらず、賦課期日

時点の住所の有無により納税義務は確定するため、出国した場合におい

てもその納税義務は消滅しない。 

 賦課期日後に納税義務者が国外へ転出する場合は、原則、納税に関す

る一切の事項を処理させるため納税管理人を定め、当該納税管理人に納

付を委任することとなる。 

③ 納税管理人制度

納税義務者が国外に居住するなど、納税義務を負う市町村内に住所等を
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有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理

人を定めることとされている（地方税法第 300 条第１項）。 

   ただし、当該納税義務者に係る市町村民税の徴収の確保に支障がないこ

とについて市町村長に申請し、その認定を受けた場合には、納税管理人を

定めることを要しないこととされている（同法第 300 条第２項）。 

 

  ＜納税管理人の設定の具体例＞ 

   ・ 納税管理人として、給与支払者であった者、税理士、親族が主に設

定されている。国外出国者の場合には、給与支払者であった者と税理

士が納税管理人として設定されているケースが多い。 

   ・ 外国人が帰国の手続のため市町村の窓口に来訪した際に、納税管理

人が設定された事例がある。 

   ・ 本来は必要ないが外国人が入国時に給与支払者を納税管理人として

設定する申請が行われた事例がある。 

 

（３）企業を退職等した場合の個人住民税の徴収 

   給与所得者については、原則として特別徴収の方法によって個人住民税

を徴収することとされている。その給与所得者が給与の支払を受けなくな

った場合は、特別徴収義務者は特別徴収の義務がなくなるものであるが、

その場合の残税額については、「普通徴収」、「新しい勤務先における特別

徴収の継続」、「残税額の一括徴収」のいずれかの方法により徴収すること

となる。 

   「残税額の一括徴収」は、①納税義務者が６月１日から 12 月 31 日まで

の間に退職等の事由によって特別徴収義務者から給与の支払を受けないこ

ととなり、かつ、納税義務者本人から翌月以降の残税額を特別徴収の方法

によって一括徴収されたい旨の申出があった場合及び②当該納税義務者が

翌年の１月１日から４月 30 日までの間において特別徴収義務者から給与

の支払を受けなくなった場合であって、納税義務者に対して翌年の５月 31

日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等の合計額が残税額を超え

るときは、特別徴収義務者は残税額を一括徴収しなければならないとされ

ているものである（地方税法第 321 条の５第 2項）。 

   この制度は、昭和 46 年度税制改正において、納税義務者が希望する場
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合において、一定の条件を満たすときに特別徴収の方法によって徴収する

途を開く趣旨で創設されたものであり、当時は、①当該年度の翌年の１月

１日から４月 30 日までの間に退職した場合で、②自治省令で定めるとこ

ろにより納税義務者自身からの申出があり、かつ、③当該退職者に対して

その年の５月 31 日までの間に支払われるべき給与または退職手当等で当

該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、この一括

徴収の方法によることとされていたものである。 

その後、昭和 49 年度税制改正において、一括徴収を希望する旨の申出が

ある当該年度の 6月１日以降の退職者についても一括徴収制度の対象とさ

れた。 

更に、昭和 51 年度税制改正において、翌年１月１日以降の退職者につい

ては、一括徴収の申出がなく普通徴収に切り替えられる場合においても、

普通徴収に係る最後の納期が１月であることから、事実上一括徴収と同様

の結果になって必ずしも納税義務者の利益を害するものとは考えられない

こと及び徴収事務の合理化等を考慮して、本人の申出に基づくことなく一

括徴収することとされ、現行の制度となっている。 

（４）外国人等に対する個人住民税の賦課徴収における課題

賦課期日前に出国する外国人等については、（２）②＜ケース１＞のと

おり、現行制度では、前年中の所得に対しいずれの市町村においても課税

されないこととなるという課題がある。これは個人住民税が前年の所得を

基準として翌年度に課税する「翌年度課税」の仕組みとなっており、所得

発生の翌年１月１日を賦課期日として設定していることに起因するもので

ある。このため（２）①＜ケース１＞については、個人住民税の根幹に関

わる問題であり、個人住民税の現年課税化等の議論を踏まえて、議論を行

う必要がある。 

 一方、賦課期日以降に出国する外国人等に対しては、現行制度では納税

管理人の設定や残税額の一括徴収制度等により対応することとされている

が、事業主や納税者によって対応が様々であり、納税義務がありながら徴

収が困難となる場合があるとの指摘がある。新たな在留資格が創設され、

今後も外国人労働者が増えることが想定されることから、適切な納税が行

われるような方策について、制度のあり方を含め検討する必要がある。 
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２ 課題解決に向けた検討 

 本年度の検討会では、賦課期日以降に出国する外国人等に対する徴収につ

いて、納税義務があるにも関わらず、徴収が困難となる事例があるとの指摘

を踏まえ、適切な納税が行われるために有効と考えられる方策について、実

務的な観点から議論を行った。本報告書は、その議論の内容をとりまとめた

ものである。 

（１）地方団体における取組例

① 特別徴収義務者への案内

特別徴収税額通知書に「特別徴収のしおり」を同封し、特別徴収義務者

に対して、以下の案内を実施している。 

・ 国外転居等で本人が未徴収税額を納税できないとき

「納税に関する一切の事項を処理するための納税管理人を設定してい

ただきます。」 

・ 納税義務者が異動したときの手続き等（退職の場合）

「６月～12 月：納税義務者から一括徴収の申出があった場合で、未

徴収税額を超える給与等が支払われる場合は、一括徴

収となります。」 

「１月～４月：未徴収税額を超える給与等が支払われる場合は、一括

徴収となります。」 

② 納税義務者への案内

ホームページ等で広報するとともに、国外へ出国（転出）する場合、転

出の手続時に納税管理人の設定を勧奨している。 

③ その他

出国者が「みなし再入国許可による出国」の場合には、再入国の可能性

が高いことから、継続して管理・調査を実施する場合がある。 

○みなし再入国許可による出国

みなし再入国許可とは，我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅

券を所持している方のうち，「３月」以下の在留期間を決定された方及び「短期

滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が，出国の日から１年以内に再入

国する場合には，原則として通常の再入国許可の取得を不要とするもの。

（入国管理局ホームページ）
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（２）外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策

新たな在留資格の創設を踏まえつつ、外国人材の受入れ・共生のための

取組を、政府一丸となって、より強力に、かつ、包括的に推進する観点か

ら「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（以下「総合的対応

策」という。）がとりまとめられた。この総合的対応策は、外国人材を適

正に受け入れ、共生社会の実現を図ることにより、日本人と外国人が安心

して安全に暮らせる社会の実現に寄与するという目的を達成するため、外

国人材の受入れ・共生に関して、目指すべき方向性を示すものである。 

 この総合的対応策の中で、「（７）社会保険への加入促進等」の項目にお

いて、個人住民税の納税に関して以下のような指摘がある。 

・ 納付すべき所得税や住民税を自己の責めに帰すべき事由により一定程

度滞納がある特定技能外国人については、同人からの在留資格変更許可

申請等を不許可とすることとし、関係機関に通報するなど必要な情報連

携を行うこととするほか、その他の在留資格を有する外国人について

も、今後、同様の措置を講ずることを検討する。 

・ 受入れ機関は、特定技能１号外国人が円滑に納税を行うことができる

ようにするための支援、特に、在留期間満了時までに、翌年納付すべき

住民税を当該外国人に代わって納付することができるようにするための

支援措置を講ずる（略）。 

・ 個人住民税の滞納対策として、給与支払者に徴収・納入をさせる特別

徴収を促進することが必要との観点から、地方公共団体と連携して、特

別徴収の適切な実施のための事業者に対する周知を図る。 

地方税に関しては、出国する納税義務者に支払われるべき給与から未

納税額を一括徴収する制度及び納税義務者の納税に関する一切の事項を

処理する納税管理人の制度を「生活・就労ガイドブック（仮）」に記載

すること等を通じて、企業や納税義務者たる外国人に対する周知を図

る。 

（３）考えられる制度的対応策

① 残税額の一括徴収の義務化

中国都市税務協議会より、「賦課期日以降に退職し出国する外国人等に
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ついては、特別徴収の一括徴収を義務化することを要望する」との要望書

が提出されている。 

 これは特別徴収の対象となる納税義務者が退職等した場合に、その事由

が６月から 12 月に生じた場合には、納税義務者から一括徴収を希望する

旨の申出により一括徴収している取扱いを、事由発生時期に限らず、原則

一括徴収とする案である。 

 この残税額の一括徴収の義務化については、給与支払者にとっては、支

払われる給与等と残税額を比較すれば良く、納税者から一括徴収の申出の

確認作業の必要がなくなるとともに、市町村にとっては、特別徴収から普

通徴収に切り替える手続が不要となるとともに、残税額の未納の発生を防

止できることとなり、徴収対策として有効な手段だと考えられる。一方

で、特別徴収義務者の事務負担の増加など以下のような課題があり、引き

続き検討が必要である。 

＜課題＞ 

・ 特別徴収義務者において納税義務者が出国するかどうかの情報をあら

かじめ得ることは難しいのではないか。 

・ どのような者を対象とするか（外国人を対象とするか日本人も含めた

制度とするのか、退職後に出国する者を対象とするか退職後に日本に滞

在する者も含めた制度とするか）。対象を出国する外国人に限定する場

合、租税の平等原則に反しないか。 

中国都市税務協議会要望「地方税制に関する要望書」（平成 29 年 7 月） 

Ⅰ 制度改正に関する要望 

１ 個人住民税関係 

（６）出国する外国人等に対する課税及び納付等について

賦課期日以降に出国する外国人等に対しては、納税管理人の申告や予納制

度等を活用した納付勧奨を実施しているが、事業主や納税者によって対応が

様々なものとなっている。出国後の外国人等については、現実的に納付勧奨

は困難であり、出国前に個人住民税を清算するための制度が必要であると考

える。 

ついては、賦課期日以降に退職し出国する外国人等については、特別徴収

の一括徴収を義務化することを要望する。 
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・ 普通徴収であれば納期が６月、８月、10 月、翌年１月であり、普通徴

収の納期が到来する前に一括徴収として納入義務を課すことは、納税義

務者の理解が得られるか。 

・ 残税額を一度に負担することになるが、普通徴収であれば徴収猶予が

認められる場合であっても一括徴収されることによる生活への影響をど

う考えるか。 

・ 当初課税前（特別徴収税額通知の送達前）に退職等した者に対して

は、残税額の一括徴収を義務化しただけでは徴収が難しいのではない

か。 

② その他の方策

本検討会においては、賦課期日後に出国する外国人等に対する徴収方法

として、上記の残税額の一括徴収の義務化のほか、どのような対応策が考

えられるか議論を行った。以下、意見があった方策である。 

【納税管理人の設定関係】 

○ みなし納税管理人

国外に出国する場合、残税額の一括徴収や特別徴収が継続される場

合を除き、特別徴収義務者を納税管理人とみなすこととする案であ

る。特別徴収義務者にとって、納税管理人よりも残税額を一括徴収す

る方が事務負担が少ないのであれば、残税額の一括徴収を行うインセ

ンティブになると考えられる。

○ 入国時の納税管理人の設定の義務化

市町村の実務において、外国人が入国時に特別徴収義務者を納税管

理人として設定した事例があったことを踏まえ、外国人が入国する際

に、納税管理人の設定を義務付けることとする案である。その際、上

記の案のように、特別徴収義務者を納税管理人とみなすこととするこ

とも考えられる。 

【その他】 

○ 残税額の一括徴収と納税管理人の選択義務化
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納税義務者が国外に出国する場合、残税額の一括徴収又は納税管理

人の設定のどちらかを選択することとし、その選択結果を給与所得者

異動届出書により、特別徴収義務者から市町村に報告することとする

案である。 

○ 納税積立金

個人住民税は翌年度課税の仕組みのため、所得が発生する年は税負

担が生じない。初年度に特別徴収義務者が一定額を納税積立金として

徴収しておき、出国後に納付すべき税額に充当することとする案であ

る。 

○ 予納制度の活用

賦課期日以降で、かつ当初賦課決定となる６月までに国外に出国す

る者への対策として、特別徴収義務者があらかじめ税額相当分を徴収

する予納を行うこととするもので、特別徴収義務者は所得税の年末調

整等により把握した給与所得金額から簡易な計算で個人住民税の税額

相当額を算出し、納付することとする案である。 

○ 口座振替の義務化

現行においても、口座振込をしている場合は、納税管理人を定める

ことを要しないとして市町村の認定を受けている場合がある。外国人

については、口座振替を義務化することで、未納を防ぐ案である。 

３ 今後検討すべき課題 

 本年度の検討会においては、賦課期日後に出国する外国人に対する徴収方

法について、地方団体における取組の状況を把握しつつ、残税額の一括徴収

の義務化や納税管理人の設定に向けた対応策等、適切な納税が行われるため

に有効と考えられる様々な方策について議論を行った。 

 これらの方策については、どのような者を対象とするか（外国人を対象と

するか日本人も含めた制度とするのか、退職後に出国する者を対象とするか

退職後に日本に滞在する者も含めた制度とするのか）、特別徴収義務者や地
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方団体において納税義務者が出国するかどうかの情報をあらかじめ正確に把

握することは難しくどこまでの対応が可能かなど、まだ議論を深めるべき論

点がある。 

 一方で、近年、我が国に在留する外国人は増加傾向にある中、新たな在留

資格の創設を踏まえ、今後も更に在留外国人が増えていくことが想定される

ことから、国外に出国する外国人等に係る課題への対応の必要性が高まって

いる。引き続き、特別徴収義務者、地方団体、納税義務者の事務負担に配慮

しつつ、具体的な対応方策の検討を進めていくことが必要である。 
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第３ 個人住民税の現年課税化 
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第３ 個人住民税の現年課税化についての検討 

１ 個人住民税の現年課税化の意義とこれまでの議論 

（１）個人住民税の現年課税化の意義

個人所得課税において、給与等の課税に関しては、所得税（国税）は、所

得の発生した年に課税・納税が行われるいわゆる「現年課税」であるのに対

し、個人住民税（地方税）は前年の所得を基準として翌年度に課税する「翌

年度課税」となっている。 

この個人住民税の翌年度課税の仕組みは、課税団体を明確化しつつ、納税

義務者や企業、地方団体の事務負担に配慮したものであるが、定年退職等に

より前年に比べて収入が大きく減少した者にとっては負担感が重くなるな

どの課題が指摘されてきたところである。 

近年、雇用の流動化や企業における成果主義の賃金導入等により、毎年一

定額の賃金上昇を前提とする終身雇用・年功型賃金体系が崩れつつあり、各

年の収入・所得は変動が生じやすくなっている。 

また、パート・アルバイト・契約社員等の非正規雇用者が増えてきている。

これらの非正規雇用は企業の経営状況に左右されやすく、収入・所得が必ず

しも安定していない。 

さらに、外国人労働者の増加に伴い、賦課期日である 1月 1日前に帰国す

る外国人労働者の所得に対して課税できないといった課題が指摘されてい

る。 

このような働き方の多様化等を背景として、翌年度課税に係る課題への対

応の必要性が高まってきている。また、「官民データ活用推進基本法」（平成

28 年 12 月 14 日法律第 103 号）が成立し、今後は、あらゆる行政手続を電

子的に行うことが原則とされており、税務手続についても一層の電子化を進

めていくことが求められている。こうした税務手続の電子化は、個人住民税

の現年課税化に係る課題解決にも資するものと考えられる。 

なお、本検討会において、「現年課税」とは「ある所得発生年分の税負担

について、時間的間隔を置かず、その年分の所得を基に決定すること」とい

う意味で使用することとする。このほか、地方税においては、「地方税の徴

23



 

収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を

納入させること」を「特別徴収」と定義している（地方税法第１条第１項第

９号）ところであるが、個人住民税に現年課税を導入し、源泉徴収を行うこ

とについては、現行の特別徴収と区別するため、「源泉徴収」という用語を

用いることとする。ただし、源泉徴収を行う義務を負う者は、特別徴収を行

う義務を負う者と同一であることから、引き続き「特別徴収義務者」という

用語を用いることとする。 

（２）これまでの経緯

個人住民税の現年課税化については、「長期税制のあり方についての答申」

（昭和 43 年７月政府税制調査会）において「住民税は、前年の所得を基礎

として課税するいわゆる前年所得課税のたてまえをとっている。所得発生の

時点と税の徴収の時点との間の時間的間隔をできるだけ少なくすることに

より、所得の発生に応じた税負担を求めることとするためには現年所得課税

とすることが望ましいと考えられるので、この方法を採用する場合における

源泉徴収義務者の徴収事務、給与所得以外の者に係る申告手続等の諸問題に

ついて、引き続き検討することが適当である。」とされている。 

近年においても、政府税制調査会が平成 17 年６月にまとめた「個人所得

課税に関する論点整理」の中で、「個人住民税は、納税の事務負担に配慮し

て、前年の所得を基礎として課税するいわゆる前年所得課税の仕組みを採っ

ているが、本来、所得課税においては、所得発生時点と税負担時点をできる

だけ近づけることが望ましい。近年の、ＩＴ化の進展、雇用形態の多様化等、

社会経済情勢の変化を踏まえ、納税者等の事務負担に留意しつつ、現年課税

の可能性について検討すべきである。」とされている。 

なお、平成 24 年８月に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税

制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」にお

いては、「個人住民税の所得割における所得の発生時期と課税年度の関係の

在り方については、番号制度の導入の際に、納税義務者、特別徴収義務者及

び地方公共団体の事務負担を踏まえつつ、検討する。」（第７条第２号ニ（３））

とされ、引き続き検討を行うべき課題として位置づけられている。 

個人住民税の現年課税化については、これまで関係団体から様々な意見が

寄せられている。 
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東京地方税理士会（神奈川県と山梨県の税理士会）からは、「平成 27 年度

税制改正に関する意見書（平成 26 年３月）」の中で、「源泉徴収・年末調整

を行う必要があることから、給与の支払者の事務負担が増大するという問題

や、現年課税への経過年度の取扱いに検討の余地はあるが、将来の現年課税

制度導入のための具体的検討を進めることが望ましい。」という意見が寄せ

られている。また、日本商工会議所からは、「平成 31 年度税制改正に関する

意見（平成 30 年９月 19 日）」の中で、「個人住民税の現年課税化が検討され

ているが、事業者に対し、所得税に加え、個人住民税についても、源泉徴収

事務や年末調整事務を課すことが必要となる。現状以上の納税事務負担の増

加を強いる個人住民税の現年課税化には反対である。」といった意見が、さ

らに、全国町村会からは、「平成 27 年度政府予算編成及び施策に関する要望

（平成 26 年７月３日）」の中で、「個人住民税の現年課税化については、町

村や事業主の事務負担が増加することなどから、慎重に検討すること。」と

いった意見が寄せられている。 

（３）個人住民税の現年課税化に係る論点

上述のとおり、個人住民税の現年課税化については従来から議論されてき

ている問題であり、本検討会においても、これまで継続的に個人住民税の現

年課税化の導入について、議論を行ってきた。 

これまでの本検討会において議論されてきた個人住民税の現年課税化に

係る課題（所得税方式の場合）は、以下のとおりである。 

【特別徴収義務者の事務負担】 

① 従業員等の１月１日現在の住所地の把握

・ 現在、住民基本台帳や給与支払報告書の住所情報等を基に市町村が行っ

ている課税団体の確定について、特別徴収義務者が全従業員の１月１日

現在の住所地を確認し、課税団体を確定する必要が生じるが、正確に住所

地を把握することは、特別徴収義務者に大きな負担となるのではないか。

（仮に、現行の「扶養控除等（異動）申告書」に記載された住所情報を活

用するとしても、そこに記載された住所地が課税団体となるべき団体か

特別徴収義務者において確認することは困難であり、また、新たに１月１

日現在の住所地が記載された申告書の提出を義務付け、住民票等の添付
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を求めることとすると、納税義務者の負担となる。） 

・ 年の途中で雇用された者（新入社員、アルバイト・パート等）について

は、１月１日現在の住所地を把握することが必要であるが、どこまで正確

に把握することができるのか。 

・ 特に、雇用者の出入りが多い業種（小売業、飲食業、サービス業等の短

期間のパート・アルバイトが多い職種、短期間のイベントや工事等で大人

数を雇う必要がある業種等）にとって、大きな負担となるのではないか。 

② 個人住民税の税額の計算・年末調整

・ 全従業員について、毎月の給与額に応じた税額を計算し、１月１日現在

の各従業員の住所地市町村に納付する事務が生じるが、特別徴収義務者に

大きな負担となるのではないか。 

・ 年末には、各従業員の人的控除申告等を整理し、地方団体により異なる

税率等で税額計算したのち、追徴・還付を行う年末調整事務が生じるが、

特別徴収義務者に大きな負担となるのではないか。 

・ 特に、中小企業については、経理事務の人員が少ないところも多く、ま

た、会計ソフトなどＩＴを活用する環境が十分でないところもあることか

ら、これらの事務への対応は可能か。 

③ その他

・ 所得情報を各種社会保障制度等で活用するため、市町村において、各種

課税資料を名寄せし、所得を計算することは引き続き必要であり、現年課

税化する場合でも、給与支払報告書の提出は必要であり、この面での特別

徴収義務者の事務負担の軽減は難しいのではないか。

【納税義務者の事務負担】 

・ 現年課税化した場合、課税方式が所得税と同様申告納税方式となると考

えられることから、給与所得者においても、所得税の確定申告を行う者（給

与所得以外の所得のある者、医療費控除や寄附金税額控除等のある者及び

年末調整ができない短期間雇用の従業員等）は、前年１月１日現在の住所

地市町村に対して、地方団体で異なる税率や住民税独自の項目を反映させ

た住民税の確定申告が必要となり、納税義務者に大きな負担となるのでは

26



 

ないか。 

・ 自営業者等についても、同様に前年１月１日現在の住所地市町村に対し

て、確定申告が必要となり、納税義務者に大きな負担となるのではないか。 

・ 特に転居した場合、転居前の前年１月１日現在の住所地市町村に対して

申告する必要があるが、正しく申告されるか。 

【市町村の事務負担】 

・ 確定申告により、市町村から住民への還付事務が多く発生することとな

り、市町村の事務が煩雑となるのではないか。 

・ 所得情報を各種社会保障制度等で活用するため、市町村において、各種

課税資料を名寄せし、所得を計算することは引き続き必要であり、現年課

税化する場合でも、市町村の事務（システム経費等を含む）の大幅な削減

は難しいのではないか。 

【切替年度の税負担】 

・ 現年課税への切替時に、２年分の課税が発生するため、その税負担をど

う考えるか。 

・ 仮に、２年分の課税を行わない場合、所得の発生時期を調整することが

可能な所得（例：有価証券、不動産）について、駆け込み需要や反動減が

生じ、経済活動に大きな影響を与えるのではないか。 

・ 現年課税導入を迎える年齢により、課税されない所得に差が生じ、世代

間の不公平が生じるのではないか。 

上記の課題について、ＩＴ化の進展やマイナンバー制度の導入等を踏まえ、

特別徴収義務者をはじめとする各主体に係る事務負担を軽減することがで

きないか等について、議論が重ねられてきた。昨年度の報告書において議論

の方向性や留意点を整理したところである。 

本年度においても、更なる論点として、 

・ 特別徴収義務者における従業員の１月１日現在の住所地把握について、

現行では住民基本台帳に記録されていない者でも住所を有すると認めら

れる場合に課す「住登外課税」があるが、現年課税化する場合どのように

考えるのか。 
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・ 特別徴収義務者が、税額を市町村へ毎月納付する必要があるが、その税

額の算定基礎情報を市町村及び納税義務者へ明示する必要があるのでは

ないか。その場合、特別徴収義務者の事務負担が過大となるのではないか。 

・ 個人住民税は、市町村長が減免を行うことができることとされているが、

減免がある場合、年末調整時に反映するのか。年末調整時に反映する場合、

どのように市町村と特別徴収義務者がその情報を共有するのか。

等の議論があった。 

２ 課題解決に向けた今後の展望 

昨年度の個人住民税検討会報告書において「今後の課題」として、「特別徴

収義務者に生じると見込まれる現年課税化に伴う事務負担の問題については、

マイナンバーの活用によって改善や解決が期待できるものばかりではないが、

例えば、今後、特別徴収義務者がマイナンバー制度を利用して必要な情報を

入手できるような仕組みが整備されれば、現年課税に係る事務負担が軽減さ

れる可能性がある論点も見込まれる。また、特別徴収義務者に新たに発生す

る事務について、企業のＩＴの利活用により、事務負担の増加を抑えること

ができる可能性もあると考えられる。このように、現年課税化の実現に向け

て、現状を所与のものとして考えるばかりでなく、マイナンバー制度の利活

用のあり方や企業におけるＩＴ化の更なる進展等を展望し、今後どのような

環境が整備されれば様々な課題の解決につながるのかといった視点から検討

を行うことも重要である。このため、今後のマイナンバー制度の運用状況、

マイナポータルの利用状況や企業のＩＴ化の状況等も踏まえつつ、引き続き

検討を進めていくことが必要である。」と指摘したところである。 

この指摘を踏まえ、本年度の検討会では、マイナンバー関連インフラの状

況について有識者からのヒアリングを実施するとともに、現年課税化に伴う

課題の解決に向けた方策について検討を行った。本報告書は、その内容をと

りまとめたものである。 

（１）マイナンバーカードの利活用

現在、納税義務者の賦課期日現在の住所地については、市町村が住民基本

台帳や給与支払報告書の住所情報等を基に確定している。所得税方式で現
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年課税化した場合は、年の当初から源泉徴収が始まるため、特別徴収義務者

において、全従業員のその年の１月１日現在の住所地を確認し、課税団体を

確定する必要が生じる。また、１月１日現在の住所地の把握から源泉徴収税

額の計算、徴収、住所地市町村への納入まで短期間で事務を行う必要が

ある。仮に、課税団体毎に異なる税率等を反映して源泉徴収税額を計算する

こととする場合、企業の負担が大きく対応が難しい。 

１月１日現在の住所地を正確に把握するためには、全従業員に新たに１

月１日現在の住所地が記載された申告書の提出を義務付け、住民票等の添

付を求めることが考えられるが、納税義務者及び特別徴収義務者双方に負

担となる。 

 この点、マイナンバーカードの普及が進み、多くの納税義務者がマイナン

バーカードを所持する状況となれば、特別徴収義務者は、納税義務者である

従業員の１月１日現在の住所地について、従業員に対し、住民票等の提出を

求めることなく、マイナンバーカードによって確認することが可能となり

（転居があった場合でも、マイナンバーカードの追記欄により確認可能）、

納税義務者及び特別徴収義務者の事務負担の増加を解消できる可能性があ

る。 

 こうしたマイナンバーカードの利活用については、例えば、証券会社にお

ける口座開設において、マイナンバーカードをかざすことで本人確認を行

うサービスが提供されるなど、民間における活用事例が出てきている。 

 政府においても、自治体ポイントを活用した消費税率引上げ後の消費活

性化策としての活用や、マイナンバーカードを健康保険証として利用でき

るオンライン資格確認が平成３２年度から本格運用される予定となってい

ることなどマイナンバーカードの普及に向けた取組が進められている。 

（２）マイナポータルの利活用

マイナンバーカードでログインできる国民向けポータルサイトとして、

平成 29 年 11 月にマイナポータルの本格運用が開始された。マイナポータ

ルにおいては、行政機関同士がやりとりした履歴の確認や行政機関等が保

有する自己情報を確認することができる機能の他に、行政機関や民間企業

等からのお知らせなどを民間の送達サービスを活用して受け取ることがで

きる機能がある。 
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最近、この民間送達サービスとの連携を活用して、企業の給与明細をマイ

ナポータルから確認できるサービスが提供されるなど活用事例が生まれて

きている。 

 また、将来的には、例えば、民間企業から電子的に交付される支払情報を

民間送達サービス経由でマイナポータルから確認でき、その情報を申告書

に反映することで、自動的に申告書が作成できるという申告の簡便化策が

検討されている。なお、電子データの情報を申告書に反映する取組は既に国

税において一部導入されている。具体的には、国税庁ホームページの申告書

作成システムにおいて、電子的に交付された各種証明書等のデータの記載

内容を自動的に転記することにより、入力を不要とするものであり、平成 30

年 1 月から医療費通知について実現され、対象データの拡大が進められて

いる。 

 こうした検討の方向性を踏まえ、例えば、納税義務者がマイナポータルか

ら１月１日現在の住所地が自動転記された扶養控除等申告書をダウンロー

ドして、あるいはマイナポータルと連携した民間送達サービスを利用して

特別徴収義務者に提出するといったことも考えられる。これにより、より正

確に従業員の１月１日現在の住所地を把握する方策を検討することができ

るようになると考えられる。 

 更に、政府においては、企業の負担軽減、行政事務の効率化を図るため、

従業員情報の新しい提供方法に関する構想が検討されている。例えば、現在

は企業から各行政機関に対し添付書類、調書等が紙で提出されているが、そ

の提出に代えて企業がクラウド上に情報をアップロードし、その情報を行

政機関側がデータ照会するという仕組みである。これにより、企業は、各種

書類の提出が不要となり、行政機関側からの照会への対応も効率化される

というメリットが期待される。 

 こうした仕組みを活用し、現年課税化において課題となる企業における

源泉徴収及び年末調整における税額計算についても、企業側と市町村側で

必要な情報をシステム上共有することで効率化が考えられるのではないか

との意見があった。 

（３）企業におけるＩＴ化の更なる進展

個人住民税の現年課税化による企業の事務負担を考える際、源泉徴収及
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び年末調整における税額計算に係る事務負担への影響が重要である。特に、

税率や非課税限度額等が地方団体によって異なること、各種控除等におい

て個人住民税独自の計算があることから、税額計算において企業の事務負

担が大幅に増える可能性がある。 

 この点について、税額計算の基礎となる扶養親族や生命保険料などの情

報は所得税と個人住民税で概ね同じであることから、特別徴収義務者にお

いて、税額を計算するシステムを導入していれば、必要な情報を入力するこ

とで、所得税だけでなく、個人住民税の税額についても自動で計算でき、事

務負担の増加を一定程度軽減できる可能性があると考えられる。 

 企業におけるＩＴ化の状況については、昨年度の検討会において議論を

行い、現状においては、給与計算ソフト等を利用せずに、Excel などの表計

算ソフトや紙で計算している企業が中小零細企業を中心に一定程度あるこ

とを確認した。これらの特別徴収義務者にとっては、個人住民税の税額を計

算するのは、事務負担の増加が見込まれ、対応が困難な場合があると考えら

れる。 

 一方で、近年、システム運用負担の軽減や安価なシステム構築を目的とし

て、クラウドの導入が進んでおり、給与計算ソフトについても、安価で手軽

に利用できるサービスが提供されてきている。こうしたソフトが広く普及

し、多くの中小零細企業がＩＴを利用して源泉徴収税額の計算や年末調整

を行うことができる状況となれば、特別徴収義務者に大きな負担をかける

ことなく、個人住民税の税額計算ができるようになると考えられる。 

なお、その場合でも、パソコンやスマートフォンが使えない特別徴収義務

者や納税義務者が一定割合残ることも想定されるため、地方団体等におい

て相談窓口を開設するなど、必要なサポート体制を整える必要があると考

えられる。 

（４）まとめ

これまで述べてきたように、マイナンバーカードの普及やマイナポータ

ルの機能拡充が進むことで、特別徴収義務者や納税義務者の事務負担とい

った現年課税化に係る課題の解決が期待できる面があると考えられる。 

 一方で、これまで述べてきたような事務負担を軽減する方策が実用化さ

れたとしても、特に中小零細企業は、給与事務作業のシステム化への対応に
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限界があること、企業における人手不足が深刻化しており、新たな納税事務

負担を担う余地はないことなどの指摘があった。 

また、企業側で源泉徴収や年末調整時の税額計算を行い、更に市町村にお

いても納税義務者の副業収入や金融所得、ふるさと納税による寄附金などの

情報を名寄せした上で、税額確定のため税額を再計算することになれば、企

業と市町村において二重に事務が発生し、社会全体のコストが大きくなり、

非効率ではないかとの指摘があった。 

 更に、副業やシェアリングエコノミーなどの普及により働き方が多様化

してきており、納税義務者にとって確定申告は身近なものになりつつある

こと、将来的に簡便な方法による申告が検討されていることを踏まえると、

納税義務者の申告を前提に制度を考えることもできるのではないかとの指

摘があった。 

 現年課税化の実現に向けて、引き続き、マイナンバー制度の利活用や企業

におけるＩＴ化の更なる進展等を踏まえた課題解決に向けた方策を検討し

つつ、電子化等により解決できない課題について丁寧に検討していくこと

が必要である。 

３ 今後の課題 

本年度の検討会では、マイナンバー制度の利活用のあり方や企業における

ＩＴ化の進展等を展望し、現年課税化に伴う課題の解決に向けた方策につい

て議論を行った。 

これまでも本検討会においては、所得税方式を念頭に、特別徴収義務者に

新たに発生する事務、実務的な観点からの課題を整理してきたが、具体的に

事務負担をどのように軽減することが可能かについて、今後も、引き続き議

論を深めていくことが必要である。その際には、これまで述べてきた様々な

課題について留意しながら、特別徴収義務者、地方団体及び納税義務者の理

解が得られる案とすることができるかという観点を踏まえ、十分に検討して

いくことが必要である。 

特別徴収義務者に生じると見込まれる現年課税化に伴う事務負担の問題に

ついては、マイナンバーの活用によって改善や解決が期待できるものばかり

ではないが、本年度の本検討会において検討したマイナンバーカードやマイ
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ナポータルの利活用や企業におけるＩＴ化の更なる進展により現年課税に係

る事務負担の増加を抑えることができる可能性もあると考えられる。このた

め、今後のマイナンバー制度の運用状況、マイナポータルの利用状況や企業

のＩＴ化の状況等も踏まえつつ、引き続き検討を進めていくことが必要であ

る。 

また、「第２ グローバル社会における個人住民税のあり方」で述べたよう

に、近年、我が国に在留する外国人は増加傾向にある中、新たな在留資格の

創設を踏まえ、今後も更に在留外国人が増えていくことが想定され、国外に

出国する外国人等に係る課題への対応の必要性が高まっている。この課題は

個人住民税が「翌年度課税」の仕組みとなっていることによるところが大き

い。現年課税化はこれまで述べてきたように多くの課題があるものの、出国

する外国人等に対する納税環境の整備と並行して検討すべきである。検討に

際しては、これまでの所得税方式だけでなく、特別徴収義務者の事務負担へ

の影響が比較的小さいと考えられる市町村精算方式の可能性についても議論

を深める必要がある。 

33





（参考） 第１ 

特別徴収税額通知 

（納税義務者用）の電子化 

に関する資料 

35





事務局作成資料

eLTAX

29

37



e
L
T
A
X

ICT

IC

38



30 eLTAX

No.

eLTAX

39



Society 5.0

67%

20%

9%

4%

34%

24%

22%

20%

45 45

40



(H28.10.14)

41



H29.1.6

29

29

LAN

77%

22%

1%

129
80%

100%
7%

80~100
%

47%50~80%
26%

10~50%
20%

45

7
27%

18
69%

1
4%

LAN

26 45

45 26

42



（参考） 第２ 

グローバル社会における 

個人住民税のあり方 

に関する資料 

43





12

0

50

100

150

200

250

300

45



46



47



48



49



50



51



 

52



53



54



59

a

b

21

55



30 12 27

56



24 29 92

57



58



59



60



61



62



63



64



65



0.9%

66



67



68



69



70



71



72



73





（参考） 第３ 

個人住民税の現年課税化 

に関する資料 

75





事務局作成資料

77



78



79



IT
IT

Excel

IT

IT

IT

IT

80



IT

IT

81



82



83



2019 3 6

100-0004
1-9-2

GM

Copyright C Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 84



Copyright C Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

Copyright C Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 85



Copyright C Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

Copyright C Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 86



Copyright C Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

Copyright C Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 87



Copyright C Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

Copyright C Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 88



Copyright C Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.
2 2018 10 29

Copyright C Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 89



Copyright C Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

Copyright C Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 90



91



92



93



94



95



96



97



21.5

46.2

0

10

20

30

40

50

:1.6%
2017 :2.3% 2016 :3.8% 2015 :3.5%

2016

55.6%

2015

50.3%

2018

65.0%
2017

60.6%

2018

33.0%

n =2,673

7.0%

16.6%

27.0%

30.7%

1.0%

2.2%

6.5%

15.9%

0.3%

0.7%

2.7%

19.0%

n=263

n=1,407

n=427

n=1,052

98



99



100




	表紙・目次・中表紙等
	目次抜け報告書
	【統合版】本体
	本体１
	特別徴収税額通知の電子化【補佐後・書式変更：補佐確認後（溶け込み）】特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子化 - コピー
	本体２
	グローバル社会【検討会後修正】平成30年度個人住民税検討会報告書（グローバル社会）
	本体３
	現年課税【検討会後修正】平成30年度個人住民税検討会報告書（現年課税）

	【統合版】参考資料
	参考資料１
	表紙・目次・中表紙等 6
	表紙・目次・中表紙等 7

	01 【2UP】事務局作成資料（第１回）
	参考資料２
	表紙・目次・中表紙等 8
	表紙・目次・中表紙等 9

	06 【2UP】統合版
	01 02 【2UP】事務局作成資料
	03 【2UP】横浜市作成資料（第２回）
	04 【2UP】春日部市作成資料（第２回）
	05 【2UP】阿久比町作成資料（第２回）
	空白ページ

	参考資料３
	表紙・目次・中表紙等 10
	表紙・目次・中表紙等 11

	05 2UP統合
	01 【2UP】事務局作成資料（第２回）
	02 【2UP】【資料１】野村総研（第３回）
	03 【2UP】【資料２】岩田委員（第３回）
	04 【2UP】【資料３】武田委員（第３回）

	空白ページ

	空白ページ




